
第３章　子ども安全の部

　（共済契約者の範囲）

第16条　共済契約者は，鹿児島県内の単位ＰＴＡの会長とする。

　（被共済者の範囲）

第17条　被共済者は，単位ＰＴＡを組織する学校に在籍する幼児，児童，生徒（以下「児童生徒

等」という。），教職員，並びにＰＴＡが主催又は共催する活動のうち第18条第３項第３号で規

定する特別団体（以下「特別団体」という。）の活動における指導者（以下「指導者」という。）

とする。

　（共済金の支払対象となる活動及び災害等）

第18条　共済金の支払対象となる活動は，学校教育外活動，学校教育内活動及び特別団体の活動

　とし，災害とは，これらの教育諸活動中の負傷若しくは負傷に起因する疾病，障害若しくは死

亡，又はこれらの教育諸活動中に起きた突然死とする。

２　前項の教育諸活動には，被共済者が活動に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路

も含むものとする。

３　本条第１項に掲げる教育諸活動の例及び被共済者の範囲は，次の表のとおりとする。

活動区分 活動内容例 被共済者

児童生徒等

教職員

児童生徒等

ア 教育課程に基づいて実施される諸活動

 各教科

 道徳

 特別活動　…　学級活動・児童（生徒）会活動・クラブ活動・学校行

 　　　　　　　事等

 （学校行事）㋐儀式的行事　㋑学芸的行事　㋒健康安全・体育的行事

 　　　　　　㋓旅行・集団宿泊的行事　㋔勤労生産・奉仕的行事

 総合的な学習の時間

イ 教育課程外の教育活動

 部活動

ウ その他　…　休息・休憩時間中などでの活動等

エ 登下校中の事故

　※　徒歩通学・自転車通学・単車通学は，学校の定めた通学路及び規定の

　　範囲内とする。ただし，教職員の通勤中の事故は適用しない。

児童生徒等

教職員

　単位ＰＴＡ会長が認めた学校の部活動やスポーツクラブ等

の青少年団体の活動

児童生徒等

教職員

指導者

(1) 学校教育外

活動

(2) 学校教育内

活動

(3) 特別団体の

活動

ア 単位ＰＴＡ主催又は共催による行事，単位ＰＴＡが参加

を計画した他団体から要請のあった行事，並びに当該単位

ＰＴＡ会長が参加を認めた活動

 各種スポーツ大会，各種競技会，発表大会，夏季プール開放，

 キャンプ，海水浴，音楽会，土曜日の補習等

イ　ＰＴＡ行事やＰＴＡが計画・実施した諸行事で，ＰＴＡ

会員の活動中において同行した児童生徒等の活動



　（共済契約の締結の手続及び会費の収受等）

第19条　共済契約を締結しようとする単位ＰＴＡの会長は，毎事業年度開始前に，共済契約申込

書（第１号様式）に所要事項を記入し，当会に提出しなければならない。

　　なお，共済契約申込書を当会が受け付けた日をもって共済契約締結日とする。

２　前項により共済契約を締結した単位ＰＴＡの会長（以下「子ども安全の部の共済契約者」と

いう。）は，毎事業年度開始後，加入希望者から加入の意思が確認できるものを徴し，保管する

ものとする。

３　会費の額は，次のとおりとする。

 (1) Ａコース　：　３００円

　　 　児童生徒等，教職員

 (2) Ｂコース（特別団体）　：　４００円

　　 　特別団体に属する児童生徒等及び教職員・指導者

４　子ども安全の部の共済契約者は，各年度の４月１日から６月30日までの間に，共済加入申込

書（第８号様式の１），共済加入確認書（第８号様式の２），加入者名簿（第８号様式の３）を

当会に提出するとともに，会費を当会が指定する払込取扱票（受領証を含む。）で振り込むも

のとする。

５　当会は，子ども安全の部の共済契約者より会費を受領したときは，これに対して共済加入確

認書を交付する。なお，共済加入確認書の記載事項については，第28条に規定する。

　（被共済者の異動）

第20条　子ども安全の部の共済契約者は，６月30日までの会費振込後に被共済者の追加加入を申

し込む場合は，追加共済加入申込書（第８号様式の４），追加共済加入確認書（第８号様式の

５），追加加入者名簿（第８号様式の６）を当会に提出するとともに，会費を振り込むものと

する。

２　前項に定める会費の額は次のとおりとする。

 (1) 追加加入日が９月30日以前の場合は会費の全額

 (2) 追加加入日が10月１日以降の場合は会費の半額

３　会費振込後に被共済者が異動した場合の取扱いは，次のとおりとする。

 (1) 県外への転出者は，転出日より被共済者としての資格を失うものとする。

 (2) 県内転出者は，引き続き当該年度末まで被共済者としての資格を有するものとする。

　　　ただし，転出先の単位ＰＴＡが共済契約を締結していない場合は，転出日より被共済者とし

ての資格を失うものとする。

４　前項の異動が生じた場合は，子ども安全の部の共済契約者は，異動届出書（第14号様式の２）

を遅滞なく当会に提出するものとする。



　（共済金の受取人）

第21条　共済金の受取人は，次に掲げる者とする。

 (1) 被共済者が20歳未満の児童生徒等である場合は，被共済者の保護者とする。

 (2) 被共済者が20歳以上である場合は，被共済者とする。ただし，受け取る共済金が死亡共済

金の場合は，被共済者の法定相続人とする。

　（共済金支払の制限）

第22条　次のいずれかに該当する場合は，共済金は支払わないものとする。

 (1) 航空機，船舶，鉄道，バス等の公共輸送機関に搭乗中の交通事故の場合

 (2) むちうち症又は腰痛などで他覚症状のないものの場合

 (3) 通常の登下校経路以外で発生した交通事故の場合

 (4) 自転車又は原動機付自転車による交通事故で校長又は単位ＰＴＡ会長の許可を得ていない

場合

 (5) 歩行又は自転車及び原動機付自転車による交通事故で，本人の過失による事故の場合

 (6) 第18条における活動で，因果関係がはっきりとした急性の疾病は適用するが，野球肩，テ

ニス肘，疲労骨折，椎間板ヘルニア等，急激・偶然・外傷の要件を満たさないスポーツ特有

の障害の場合及び細菌性食中毒を除く食中毒の場合

 (7) 定時制・単位制高校の自動二輪及び四輪車での登下校中の交通事故の場合

 (8) 子ども安全の部の共済契約者又は，被共済者の故意若しくは重大な過失の場合

 (9) 共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失の場合

 (10) 被共済者の自殺行為，犯罪行為又は闘争行為の場合

 (11) 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故の場合

　　①　法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間

　　②　アルコール，麻薬，大麻，あへん，覚せい剤，シンナー等の影響により正常な運転がで

きないおそれがある状態で自動車等を運転している間

 (12) 地震，津波，噴火，法定伝染病などによる場合

 (13) 核燃料物質（使用済燃料を含む。）若しくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂

生成物を含む。）の放射性，爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故の場合

　（共済金の区分及び額）

第23条　当会は，被共済者が，共済期間中に第18条に規定する教育諸活動中に災害を被った場合

は，一災害につき，次の表に掲げる共済金の区分のうち，一区分の共済金を支払うものとする。

　　ただし，第19条第３項のＡコースについては，次の表中の活動区分(1)，(2)及び(3)を対象とし，

Ｂコースについては，次の表中の(1)，(2)，(3)及び(4)を対象とする。



 

 

活動区分 共済金の区分 補償内容 共済金額

死亡共済金 学校教育外活動中の負傷が

直接の原因で死亡した場合

1,500万円

特別弔慰金 学校教育外活動中に突然死

した場合

330万円

障害共済金 学校教育外活動中の負傷が

直接の原因で後遺障害が生

じた場合

別表２に定める等級に応じ

た額

(1) 学校教育外活動中

の災害によるもの

（第18条第３項の

表中(1)）

学校教育外活動中の歯の負

傷（欠損，破折等）で，歯

科補てつが保険適用外の診

療で行われた場合

自己負担額で11万円を限度

額とする。

死亡共済金 学校教育内活動中の負傷が

直接の原因で死亡した場合

990万円

特別弔慰金 学校教育内活動中に突然死

した場合

330万円

障害共済金 学校教育内活動中の負傷が

直接の原因で後遺障害が生

じた場合

別表２に定める等級に応じ

た額

負傷共済金 療養に要した費用の４/10の

額で20万円を限度額とする。

学校教育外活動中の負傷若

しくは負傷に起因する疾病

が直接の原因で入院又は通

院し，保険診療自己負担額

１,000円以上の場合

(2) 学校教育内活動中

の災害によるもの

（第18条第３項の

表中(2)）

負傷共済金

（登下校時の

みで交通事故

を除く。）

学校教育内活動中の登下校

時における負傷若しくは負

傷に起因する疾病が直接の

原因で入院又は通院し，保

険診療自己負担額1,000円

以上の場合

療養に要した費用の4/10の

額で20万円を限度額とする。



死亡共済金

障害共済金

負傷共済金

第18条の活動中の交通事故

が直接の原因で死亡した場

合

第18条の活動中の交通事故

が直接の原因で後遺障害が

生じた場合

第18条の活動中の交通事故

が直接の原因で入院又は通

院した場合

300万円

別表２に定める等級に応じ

た額

入院2万6千円（1回限り）

通院1万3千円（1回限り）

(1)の学校教育外活動中の災害によるものに準ずる。

(3) 交通事故（自損事

故は除く。）によ

るもの

(4) 特別団体の活動中

の災害によるもの

（第18条第３項の

表中(3)）

1億５千万円

1人当たりの共済金額の合計

２　前項の規定にかかわらず，一災害の共済金の支払限度額は，１億５千万円とする。

　　一災害に複数の被共済者がいる場合で，個々人の共済金の支払額の合計が１億５千万円を超

える場合は，次の算式によって算出した額を支払うものとする。

　１人当たりの共済金額 ×                              ＝ 共済金支払額（千円未満は切捨て）

　　　（注）１人当たりの共済金額は，前項により算出した共済金の額とする。

　（災害の届出）

第24条　被共済者が第18条に規定する災害を被った場合は，子ども安全の部の共済契約者は，災

害が発生した日からその日を含めて30日以内に，災害報告書（第９号様式の１）に行事計画書

を添えて，当会に届け出なければならない。

２　当会が，災害報告書を受理した場合は，遅滞なく災害報告書の受理通知書（第９号様式の２）

を子ども安全の部の共済契約者に交付するものとする。



　（共済金の請求）

第25条　共済金の受取人は，次の表に掲げる共済金の区分に応じた期間内に，子ども安全の部の

共済契約者を経由して共済金を請求するものとする。

２　前項の請求においては，共済金の区分に応じ，共済金支払請求書（第13号様式）に，次の表に

掲げる書類を当会に提出するものとする。

３　障害共済金については，災害が生じた日から６か月を経過しても，なお，負傷又は疾病の医療

行為を継続している場合は，治療経過を証明する診断書のみを提出するものとする。

請求権発生日共済金の区分 請求期間

死亡共済金

特別弔慰金

死亡した日 請求権発生日から，その

日を含めて30日以内

障害共済金 医療行為が完了し，症状が固定した日

ただし，災害が発生した日から３年を経過して

も症状が固定しない状態にある場合は，災害発

生日以降３年が経過した日

負傷共済金 治療完了日又は災害発生日から６か月を経過

した日のいずれか早い日

提出書類

共済金の区分

診療状況書

（第12号様式）

診断書 死亡報告書

（第10号様式）

死亡診断書

又は死体検

案書の写し

障害報告書

（第11号様式）

障害診断書

及び障害の

程度の証明

書

その他当会

が必要と認

めるもの

死亡共済金

特別弔慰金
○ ○ ○

障害共済金 ○ ○ ○ ○

負傷共済金 ○ ○

　（共済金の支払）

第26条　当会は，共済金支払請求書を受理したときは，審査会において，第23条に基づき共済金

支払の可否及び支払う共済金額等を審査し，決定する。

２　当会は，共済金支払請求書を受理したときは，その日を含めて60日以内に，子ども安全の部

の共済契約者に支払の可否を文書で通知するとともに，共済金を共済金の受取人に送金する。


